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か
ら
だ
ま
る
ご
と
元
気
塾　

対
65
歳
以
上
で
、
健
康
づ
く
り
に

関
心
の
あ
る
方

内
健
康
講
話
、
運
動
実
技
・
体
力

測
定
、
お
口
の
健
康
度
チ
ェ
ッ

ク
、
調
理
実
習
な
ど

料
1
教
室（
全
6
回
）5
0
0
円

定
1
教
室
10
〜
20
人

申
期
3
月
4
日（
月
）〜
22
日（
金
）

申
問
健
康
増
進
課
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相
　
談

行
政
書
士
に
よ
る

遺
言
・
相
続
無
料
相
談
会

日
3
月
16
日（
土
）午
後
1
時
30
分

〜
4
時
30
分

所
じ
ば
さ
ん
但
馬（
大
磯
町
）

相
談
内
容
遺
言
、
相
続

問
兵
庫
県
行
政
書
士
会
但
馬
支
部

　

☎
0
7
9
6

94

0
6
0
6

司
法
書
士
に
よ
る

相
続
・
登
記
・
多
重
債
務
・

消
費
者
問
題
・
成
年
後
見
等

市
民
生
活
無
料
相
談
会

日
3
月
16
日（
土
）午
後
1
時
〜
4

時
※
予
約
制

所
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ（
大
手
町
）

予
約
問
兵
庫
県
司
法
書
士
会
但
馬

支
部
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制
　
度

指
定
ご
み
袋
の
無
料
交
付
制
度

を
ご
存
じ
で
す
か
？

　

市
で
は
、
疾
病
な
ど
で
日
常
生

活
に
お
い
て
長
期
に
わ
た
り
、
お

む
つ
等
を
使
用
し
て
い
る
方
な
ど

で
、
希
望
す
る
方
に
指
定
ご
み
袋

を
無
料
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

対・
加
齢
・
疾
病
に
よ
る
身
体
の
機

能
の
低
下
、
身
体
・
知
的
ま
た

は
精
神
障
害
に
よ
り
、
日
常
生

活
に
お
い
て
長
期
に
わ
た
り
、

お
む
つ
な
ど
を
使
用
し
て
い
る

方
・
生
活
保
護
法
の
規
定
で
、
生
活

扶
助
を
受
け
て
い
る
方

申
方
生
活
環
境
課
、
社
会
福
祉
課
、

高
年
福
祉
課
、
ま
た
は
各
総
合

支
所
市
民
福
祉
課
に
あ
る
所
定

の
申
請
書
に
記
入
の
上
、
持
参

ま
た
は
郵
送

※
申
請
書
に
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
、
民
生
委
員
な
ど
の
確
認

印
が
必
要

申
期
年
間
を
通
じ
て
随
時
申
請
。

た
だ
し
、平
成
25
年
度
当
初
分

の
申
請
期
限
は
3
月
29
日（
金
）

必
着

指
定
ご
み
袋
の
交
付
申
請
者
に
免

除
決
定
通
知
書
を
送
付
。
そ
れ

を
持
参
し
た
方
に
生
活
環
境
課
、

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
で
交

付
申
問
生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係
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4
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
福
祉
課

そ
の
他

麻
し
ん
・
風
し
ん
予
防
接
種
は

済
み
ま
し
た
か
？

　

今
年
4
月
に
小
学
校
に
入
学
す

る
方
、現
在
中
学
1
年
生
、ま
た
は

高
校
3
年
生
に
相
当
す
る
年
齢
の

方
は
、乳
児
期

に
接
種
し
た
麻

し
ん
・
風
し
ん

予
防
接
種
の
追

加
接
種
を
済
ま

せ
ま
し
ょ
う
。

対・
第
2
期
…
平
成
18
年
4
月
2
日

〜
平
成
19
年
4
月
1
日
生
ま
れ

の
方（
小
学
校
就
学
前
の
1
年

間
の
期
間
に
あ
る
方
）

・
第
3
期
…
平
成
11
年
4
月
2
日

〜
平
成
12
年
4
月
1
日
生
ま
れ

の
方（
平
成
24
年
度
中
学
1
年

生
）

・
第
4
期
…
平
成
6
年
4
月
2
日

〜
平
成
7
年
4
月
1
日
生
ま
れ

の
方（
平
成
24
年
度
高
校
3
年

会場
日程

総合健康ゾー
ン　健康福祉
施設

城崎地区
公民館

竹野地区
公民館

日高健康福祉
センター

出石健康福祉
センター

合橋地区
公民館

第1回 4月 9 日（火）4月22日（月）4月11日（木）4月12日（金）4月15日（月）4月17日（水）
第2回 5月14日（火）5月27日（月）5月 9 日（木）5月17日（金）5月20日（月）5月29日（水）
第3回 6月11日（火）6月24日（月）6月13日（木）6月14日（金）6月17日（月）6月19日（水）
第4回 7月16日（火）7月29日（月）7月11日（木）7月12日（金）7月22日（月）7月24日（水）
第5回 8月27日（火）8月26日（月）8月 8 日（木）8月 9 日（金）8月19日（月）8月21日（水）
第6回 9月17日（火）9月30日（月）9月12日（木）9月13日（金）9月 9 日（月）9月25日（水）

＜会場および日程＞

・上記６カ所から１会場を選択
・時間はいずれも午前10時～正午（第３、４回は午前10時～午後０時30分）
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生
の
年
齢
に
相
当
す
る
方
）

接
種
費
用
無
料（
接
種
期
限
を
過

ぎ
る
と
有
料
）

接
種
回
数
1
回

※
平
成
24
年
4
月
以
降
に
予
防
接

種
し
た
方
は
、
接
種
完
了
し
て

い
る
た
め
、
再
度
接
種
す
る
必

要
な
し

接
種
期
限
3
月
31
日（
日
）

他・
予
防
接
種
協
力
医
療
機
関
へ
の

事
前
申
込
み
が
必
要

・
予
診
票
が
手
元
に
な
い
場
合
は

再
交
付
す
る

・
第
3
、
4
期
は
、
平
成
20
〜
24

年
度
ま
で
の
5
年
間
の
経
過
措

置
の
た
め
、
第
2
期
対
象
の
方

が
第
3
、
4
期
の
年
齢
に
、
第

3
期
対
象
の
方
が
第
4
期
の
年

齢
に
な
っ
た
と
き
に
は
無
料
の

対
象
と
は
な
ら
な
い（
本
年
度

中
の
接
種
を
お
勧
め
し
ま
す
）。
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健
康
増
進
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「
す
く
す
く
教
室（
1
歳
児

育
児
教
室
）」の
名
称
等
変
更

　
「
す
く
す
く
教
室（
1
歳
児
育
児

教
室
）」は
、
4
月
1
日
か
ら
、「
1

才
の
す
く
す
く
広
場
」に
名
称
が

変
わ
り
ま
す
。
内
容
も
従
来
の
育

児
教
室
か
ら
、
離
乳
期
か
ら
幼
児

期
へ
と
移
る
時
期
の
栄
養
、
歯
の

健
康
教
室
に
変
わ
り
ま
す
。

○
変
更
後
の
内
容
な
ど

・
対
象
…
1
歳
の
誕
生
日
の
翌
月

の
幼
児

・
内
容
…
幼
児
食
の
話
・
試
食
、

歯
み
が
き
の
話
、
エ
プ
ロ
ン
シ

ア
タ
ー
、栄
養
・
歯
科
相
談（
希

望
者
の
み
）

他
詳
細
は
、
3
月
10
日
号
以
降
の

市
広
報
紙「
保
健
行
事
」ペ
ー
ジ

を
参
照

問
健
康
増
進
課
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市
民
会
館
お
よ
び

出
石
文
化
会
館
ひ
ぼ
こ
ホ
ー
ル
の

休
館
日
等
変
更

　

4
月
1
日
か
ら
、
市
民
会
館
お

よ
び
出
石
文
化
会
館
ひ
ぼ
こ
ホ
ー

ル
の
休
館
日
を
、「
毎
週
火
曜
日
、

12
月
29
日
〜
翌
年
の
1
月
3
日
」

に
変
更
し
ま
す
。

　

ま
た
、
出
石
文
化
会
館
ひ
ぼ
こ

ホ
ー
ル
の
小
ホ
ー
ル
、楽
屋
、ギ
ャ

ラ
リ
ー
の
申
請
受
付
期
間
を
、「
使

用
し
よ
う
と
す
る
日
前
6
月
の
属

す
る
日
の
初
日
か
ら
使
用
日
前
5

日
ま
で
の
日
」に
変
更
し
ま
す
。

他
詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ

問・
市
民
会
館
☎
23

0
2
5
5

・
出
石
文
化
会
館
ひ
ぼ
こ
ホ
ー
ル
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2
輪
車（
バ
イ
ク
）、軽
自
動
車

な
ど
の
廃
車
、
名
義
変
更
の

申
告
は
3
月
31
日
ま
で
に

　

2
輪
車（
バ
イ
ク
）、
軽
自
動
車
、

ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
を
廃
車
や
譲
渡

し
た
場
合
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1

日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
既
に
廃
車
や
譲
渡
を
し
て
い

て
も
、
3
月
31
日
ま
で
に
申
告
を

し
な
い
と
、
平
成
25
年
度
の
軽
自

動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

軽
自
動
車
税
に
は
、
月
割
り
の

制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
4
月

2
日
以
降
に
廃
車
の
手
続
き
を
し

て
も
、
そ
の
年
度
は
1
年
分
の
税

金
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
農
耕
用
の
作
業
車
は
、

小
型
特
殊
自
動
車
と
し
て
軽
自
動

車
税
の
課
税
対
象
で
す〔
乗
用
装

置
を
備
え
付
け
て
い
る
、
最
高
速

度
が
毎
時
35

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
農

耕
用
ト
ラ
ク

タ
ー
や
刈
り

取
り
脱
穀
作
業
車（
コ
ン
バ
イ
ン
）、

田
植
機
、
農
耕
用
薬
剤
散
布
車
な

ど
〕。

※
農
耕
用
作
業
車
を
所
有
し
、
ま

だ
登
録
し
て
い
な
い
方
は
、
早

急
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
買
い
替
え
た
場
合
は
、
ナ
ン
バ

ー
プ
レ
ー
ト
を
付
け
替
え
る
だ

け
で
な
く
、
申
告
が
必
要
で
す
。

■
東
日
本
大
震
災
・
原
子
力
発
電

所
事
故
で
被
害
を
受
け
た
方
へ

　

被
災
車
両
に
代
わ
る
軽
自
動
車

な
ど
を
取
得
し
た
場
合
、
平
成
25

年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
が
、

非
課
税
で
す
。
非
課
税
措
置
を
受

け
る
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

問
税
務
課
市
民
税
係
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車　種 申告受付・問合せ
原動機付自転車
（125㏄以下の２輪車）
小型特殊自動車

税務課市民税係☎21-9045または各総
合支所市民福祉課

３輪・４輪の軽自動車
軽自動車検査協会 兵庫事務所姫路支
所☎079-231-4101
ホームページアドレス
http://www.keikenkyo.or.jp/

２輪の軽自動車
（126㏄～250㏄の２輪車）
２輪の小型自動車
（250㏄を超える２輪車）

神戸運輸監理部　姫路自動車検査登録
事務所☎050-5540-2067
ホームページアドレス
http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/


